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日本放送協会 理事会議事録 
               （平成３０年 １月 ９日開催分） 
  
平成３０年 １月２６日（金）公表 
 
＜会 議 の 名 称＞ 

理 事 会 
 
＜会  議  日  時＞ 
 平成３０年 １月 ９日（火） 午前９時００分～９時３０分 
 
＜出   席   者＞ 
上田会長、堂元副会長、木田専務理事、坂本専務理事、 

児野専務理事・技師長、根本理事、松原理事、荒木理事、黄木理事、

大橋理事、菅理事、中田理事、今井特別主幹 

高橋監査委員 

 

＜場         所＞ 

放送センター 役員会議室 

 

＜議        事＞ 

 上田会長が開会を宣言し、議事に入った。 

 

付議事項 

 

１ 審議事項 

（１）第１２９８回経営委員会付議事項について 

（２）働き方改革の推進に向けた組織改正について 

（３）平成３０年度収支予算、事業計画及び資金計画 

 

２ 報告事項 

（１）放送番組審議会議事録（資料） 
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議事経過 

 

（会 長）   平成３０年、最初の理事会にあたり、私から一言、話

をさせていただきます。 

今年はまさに「公共放送」から「公共メディア」への進

化を図るうえで、正念場となる年ではないかと私は認識し

ています。 

「公共メディア」への進化を実現するためには、外部環

境の変化に合わせて、主体的に内部改革に取り組む必要が

あります。「働き方改革」、「地域改革」、「グループ経営改

革」についていろいろ議論してきましたが、この３つの改

革は相互に連携していることを念頭において、「公共放

送」から「公共メディア」への進化というのを、しっかり

みなさんとアクションを通じて果たしていきたいと考え

ています。 

放送からメディアへとなると、放送における電波の有限

性の世界から新しい通信の世界に入るということで、際限

ない広がりがあり、ともすれば、自分たちの立ち位置が見

えにくくなるかもしれません。昨年１２月の未契約訴訟に

係る最高裁大法廷判決では、放送の分野においては、公共

放送の意義を認め、受信料制度が合憲であるという判断が

示されましたが、通信の分野においての判断はまだされて

いません。そういう意味では、何度もお伝えしていますが、

やはり国民・視聴者の信頼がベースになって初めて、「公

共メディア」としてのＮＨＫの立場が確立されていくので

はないかと思っています。今月、次期経営計画を発表しま

すが、迷うときは「公共放送」、「公共的価値」というのを

よりどころとし、その原点に戻って、ＮＨＫそのものの「公

共メディア」としての在り方を自分たちの中で再度検証し

て、新たな歩みを踏み出すということがやはり必要なので

はないかと思います。 

いずれにしても、何度も話していますが、「築城三年、

落城一日」、国民・視聴者のみなさまの信頼を得るという

ことは、並大抵のことではありません。１日にして信頼を

失うこともあります。 

皆で、心を一つにして、今日ここにいる役員に加えて、

グループの経営の任にあたっている方々も含めて、ＮＨＫ

グループとしての「公共メディア」への進化をしっかりと

進めていきたいと思いますので、年頭にあたり、改めて皆

さんにお願いしたいと思います。 
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１ 審議事項 

（１）第１２９８回経営委員会付議事項について 

（経営企画局） 

１月１６日に開催される第１２９８回経営委員会に付議する事項につ

いて、審議をお願いします。 
付議事項は、議決事項として「『ＮＨＫ経営計画（２０１８－２０２０

年度）』について」、「平成３０年度収支予算、事業計画及び資金計画」、

「平成３０年度国内放送番組編集の基本計画について」、および「平成３

０年度国際放送番組編集の基本計画について」です。また、報告事項と

して「平成２９年度インターネットサービス実施計画の変更について」

です。 
 

（会 長）   ご意見等がありませんので、原案どおり決定します。 
 

 

（２）働き方改革の推進に向けた組織改正について 

（経営企画局） 

働き方改革の推進に向けた組織改正について、審議をお願いします。 

「働き方改革推進委員会」の事務局を担うとともに、協会全体の取り

組みの立案や各部局の取り組みのサポート、課題の解決に向けた助言等

を行う「働き方改革推進室」を人事局の部局内組織として位置づけ、職

務権限を変更します。 

本件が決定されれば、平成３０年１月２５日付で実施します。 

 

（会 長）   ご意見等がありませんので、原案どおり決定します。 
 

 

（３）平成３０年度収支予算、事業計画及び資金計画 

（経理局） 

ＮＨＫは、放送法第７０条第１項の規定により、年度ごとに「収支予

算、事業計画及び資金計画」を作成し、総務大臣に提出することになっ

ています。この「収支予算、事業計画及び資金計画」は、放送法施行規

則に定められた記載事項に従って作成しています。 

これまでの理事会・経営委員会での３０年度予算・事業計画について

の議論を踏まえ、最終的な内容を取りまとめましたので、審議をお願い

します。本日の資料は「平成３０年度収支予算、事業計画及び資金計画」

（以下、「予算書」）と、参考資料として、資料－１「平成３０年度収支

予算と事業計画の説明資料」、資料－２「平成３０年度収支予算と事業計
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画〔要約〕」、および資料－３「平成３０年度収支予算、事業計画及び資

金計画に関する資料」の計４点です。 

 「予算書」について説明します。予算書は、「収支予算」、「事業計画」、

「資金計画」について記載しています。 

まず、収支予算についてです。受信料額や予算の使用方法に関する事

項を規定した予算総則は、第１条で３０年度の収入及び支出を、別表第

１のとおり定め、第２条で契約種別ごとの受信料額及び割引額等につい

て別表２から７に基づき定めています。第３条では予算の目的外使用の

禁止について、第４条から第１２条までは予算の流用や予備費の使用な

どについて定めています。前年度からの変更および追加は２か所です。

１つ目は、第４条第２項です。給与が退職手当・厚生費以外の項と流用

できる場合について、２９年度までは「経済情勢の予見できない変動に

伴い、本予算における給与の額が民間賃金及び国等の給与の額に比して、

著しく均衡を欠くこととなった場合に限り、事業計画の実施を妨げない

範囲において給与の改定を行うとき」としていましたが、「想定し得ない

業務の発生により、給与又は他の項の支出がやむを得ず予算額に比し増

加するときに限り」という文言を追加しました。２つ目は、第９条です。

これは、３０年度は事業収支差金４０億円を建設費に使用しますので、

収入の減により事業収支差金が確保できない場合に、前期繰越金を予算

で予定する建設費の財源に充てることができるよう定めた条文を追加し

たものです。 

事業計画についてです。放送法施行規則に従い、「１．計画概説」、「２．

建設計画」、「３．事業運営計画」、「４．受信契約件数」、「５．要員計画」

の５項目を記載しています。 

「１．計画概説」では、「ＮＨＫ経営計画（２０１８－２０２０年度）」

の初年度となる３０年度の事業計画の概要を総括的に記載し、加えて設

備整備や国内放送・国際放送等の事業運営の基本的な考え方を記載して

います。 

「２．建設計画」では、新放送・衛星放送施設、テレビジョン放送網、

ラジオ放送網、放送会館、放送番組設備、研究施設・一般施設の整備等

に要する予算額を記載しています。 

「３．事業運営計画」では、国内放送、国際放送、契約収納、受信対

策、広報、調査研究等の項目ごとに３０年度の重点事項等を記載してい

ます。 

「４．受信契約件数」では、契約種別ごとの有料契約見込件数と受信

料免除見込件数を記載しています。 

「５．要員計画」では、事業運営および建設関係の要員数を記載して

います。 

資金計画についてです。受信料等による入金総額、および事業経費、

建設経費等による出金総額を四半期ごとに記載しています。全体として

資金が不足することなく、事業運営を行う計画となっています。 
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続いて、資料の説明をします。 

資料－１「平成３０年度収支予算と事業計画の説明資料」は、「平成３

０年度収支予算編成要綱」をベースに作成したものです。「平成３０年度

収支予算編成要綱」から、「ジャンル別の番組制作費」、「４Ｋ・８Ｋスー

パーハイビジョンの強化」、および「平成３０年度末予定貸借対照表」を

追加しました。また、「『人にやさしい放送・サービス』の推進」の字幕

放送の予算額を増額しています。また、資料編に「平成２８年度貸借対

照表・損益計算書（協会全体）」、「平成２８年度連結貸借対照表・連結損

益計算書」、および「ＮＨＫ経営計画 ２０１８-２０２０年度〔要約版〕」

を載せています。 

資料－２「平成３０年度収支予算と事業計画〔要約〕」は３０年度の収

支予算と事業計画のポイントをＡ３版１枚にまとめたものです。 

資料－３の「平成３０年度収支予算、事業計画及び資金計画に関する

資料」は、予算書の参考資料として、収支予算の科目別内訳を詳細に記

載しています。 

本件が了承されれば、１月１６日開催の第１２９８回経営委員会に議

決事項として、提出します。 

 

（会 長）   ご意見等がありませんので、原案どおり了承し、次回

の経営委員会に諮ります。 

 

注：「平成３０年度収支予算、事業計画及び資金計画」は、ＮＨＫのホー

ムページ「ＮＨＫオンライン」の「経営情報」に掲載しています。 

 

 

２ 報告事項 
（１）放送番組審議会議事録（資料） 

編成局と国際放送局から、中央放送番組審議会、国際放送番組審議会、

全国の地方放送番組審議会（関東甲信越、近畿、中部、中国、九州沖縄、

東北、北海道、四国）の平成２９年１１月開催分の議事録についての報

告。 

 

注：放送番組審議会の内容は、ＮＨＫのホームページ「ＮＨＫオンライ

ン」の「経営情報」のなかに掲載しています。 

 

 
 

以上で付議事項を終了した。 
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上記のとおり確認した。 

 

      平成３０年 １月２３日 

会 長  上 田 良 一 


